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組織変更したときの事業年度

Q ■
● 当社は資本金200万円の有限会社で

す。最低資本金制度の300万円まで増資を

考えていましたが、会社の規模も大きくなっ

てきたので、いっそのこと資本金を1千万円

にして株式会社に組織変更したいと思います。

会社が組織変更したとき、その事業年度は

どのように取り扱われますか。

/V:法人の事業年度は、組織変更によって

区分されることなく継続することになってい

ます0

【解説】会社が組織変更すると、変更前の会

社は解散し、変更後の会社は設立されますが、

実質的には、変更後も変更前も会社の同一性
はなんら変わっていません。

税務上は、このような場合、解散、設立が
なかったものとして一つの会社として申告す

ることができることになついてます。

事業年度は、組織変更によって打ち切られ

ることなく、組織変更前の法人の事業年度が

そのまま組織変更後の法人の事業年度となり

ます。よって

も ロフ

、 清算所得の課税もありません。

とも、組織変更前の法人の事業年度と

組織変更後の法人の事業年度が異なる場合は、

事業年度の変更があったものとして取り扱わ

れます。

組織変更をしたり、資本金の金額の増減、

事業年度の変更などがあったときは、税務署、

府県税事務所、市（区）役所に異動届を提出

してください。
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